
24

護
保
険
等
運
営
協
議
会
」
を
設
置
し
ま

す
。
こ
の
協
議
会
は
、
広
く
町
民
の
み

な
さ
ん
の
意
見
を
反
映
す
る
た
め
に
委

員
４
人
を
募
集
し
ま
す

こ
の
協
議
会
は
、
医
療
、
保
健
、
福

祉
関
係
者
な
ど
20
人
の
委
員
で
構
成
す

る
予
定
で
、
こ
の
う
ち
４
人
を
公
募
し

ま
す
。

協
議
会
は
、
年
数
回
開
催
し
て
、
介

護
保
険
の
運
営
状
況
の
審
査
や
、
介
護

保
険
事
業
計
画
・
高
齢
者
保
健
福
祉
計

画
の
進
行
管
理
と
計
画
見
直
し
に
伴
う

審
議
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

公
募
委
員
は
、
町
内
在
住
の
か
た
で

あ
れ
ば
、
介
護
を
受
け
て
い
る
か
た
で

も
、
介
護
を
し
て
い
る
か
た
で
も
結
構

で
す
。

応
募
方
法

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性

別
、
職
業
及
び
電
話
番
号
を
明
記
し
た

う
え
で
、
応
募
の
動
機
を
４
０
０
字
程

度
に
ま
と
め
た
も
の
を
添
え
て
、
町
高

齢
福
祉
課
へ
、
直
接
持
参
又
は
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

応
募
締
切

12
月
26
日
ª
（
必
着
）
で

す
。
結
果
は
、
平
成
16
年
１
月
15
日
∫

ま
で
に
応
募
者
全
員
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

問
合
せ
先

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
管
理
係

内
線
１
７
４
・
１
７
５

埼
玉
県
で
は
、
優
れ
た
環
境
保
全
活

動
を
表
彰
す
る
「
さ
い
た
ま
環
境
賞
」

の
受
賞
候
補
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

対
象
者

県
内
で
活
動
す
る
県
民
団
体
、

県
内
に
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
及
び

県
内
に
在
住
す
る
個
人

※
個
人
の
か
た
は
、
県
民
団
体
な
ど
の

か
た
が
推
薦
し
て
く
だ
さ
い
。
県
民
団

体
と
事
業
者
に
つ
い
て
は
推
薦
・
自
薦

を
問
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
事
業
者
の
か
た
は
「
彩
の
国

エ
コ
ア
ッ
プ
宣
言
」
の
作
成
が
必
要
で

す
。

表
彰

環
境
月
間
（
６
月
）
に
開
催
す

る
県
環
境
推
進
大
会
で
表
彰
式
を
実
施

し
、
受
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
を
贈
呈

す
る
予
定
で
す
。

申
込
期
限

12
月
26
日
ª

申
込
方
法

「
第
５
回
さ
い
た
ま
環
境

賞
募
集
案
内
」
の
説
明
に
し
た
が
っ
て

作
成
し
た
「
応
募
申
込
書
」
を
県
環
境

推
進
課
あ
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
案
内
配
布
・
応
募
先

〒
３
３
０
│
９
３
０
１
（
住
所
記
入
不

要
）

県
環
境
推
進
課
　
さ
い
た
ま
環
境
賞
係

1
０
４
８
（
８
３
０
）
３
０
３
８

FAX
０
４
８
（
８
３
０
）
４
７
７
７

e-maila3030-07@
pref.saitam

a.jp

放
送
大
学
は
、
自
宅
の
テ
レ
ビ
や
ラ

ジ
オ
を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
、
通
信

制
の
大
学
で
す
。

受
付
期
間

12
月
15
日
∑
〜

平
成
16
年
２
月
29
日
∂

資
料
請
求

無
料

問
合
せ
先

放
送
大
学
埼
玉
学
習
セ
ン
タ
ー

1
０
４
８
（
６
５
０
）
２
６
１
１

確
定
申
告
を
し
な
く
て
よ
い
場
合
で

も
、
次
の
よ
う
な
か
た
は
、
還
付
を
受

け
る
た
め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
　
給
与
所
得
や
退
職
所
得
の
あ
る
か

た
で
、
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄

付
金
控
除
、
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
な

ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
た

２
　
給
与
所
得
者
で
年
の
途
中
に
退
職

し
、
そ
の
後
就
職
し
な
か
っ
た
た
め
年

末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た
か
た

３
　
予
定
納
税
を
し
た
が
、
確
定
申
告

の
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
た

確
定
申
告
書
は
、
確
定
申
告
の
期
間

（
平
成
16
年
２
月
16
日
〜
３
月
15
日
）

中
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

還
付
申
告
が
で
き
る
か
た
は
、
こ
の
期

間
に
か
か
わ
ら
ず
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た

年
又
は
予
定
納
税
額
を
納
付
し
た
年
の

翌
年
の
１
月
以
降
な
ら
い
つ
で
も
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
の
期
間
は
申
告
会
場
が
た

い
へ
ん
混
雑
し
ま
す
の
で
、
還
付
を
受

け
る
た
め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ

る
か
た
は
、
ご
自
分
で
記
入
し
、
お
早

め
に
郵
送
な
ど
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
閉
庁
日
で
す
）

な
お
、
還
付
金
の
支
払
い
ま
で
に
は
、

あ
る
程
度
の
期
間
（
１
か
月
〜
２
か
月

程
度
）
が
か
か
り
ま
す
。

《
申
告
書
の
作
成
は

便
利
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
》

納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
、

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
所
得
税
の

確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成

し
た
申
告
書
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
、

そ
の
ま
ま
提
出
で
き
ま
す
。

同
コ
ー
ナ
ー
を
利
用
す
れ
ば
申
告
用

紙
の
交
付
を
受
け
る
た
め
税
務
署
な
ど

に
出
向
か
ず
に
自
宅
で
都
合
の
い
い
時

間
に
申
告
書
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
税
務
署
で
長
時
間
待
つ
こ
と

も
な
く
郵
送
で
提
出
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス

http://w
w

w
.nta.go.jp

※
　
駐
車
場
が
な
い
た
め
、
車
で
の
来

署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
春
日
部
税
務
署
　
個
人
課

税
部
門1

０
４
８
（
７
３
３
）
２
１
１
１

日
に
ち

12
月
８
日
∑
〜
11
日
∫

受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

場
所
　
役
場
１
階
会
議
室

対
象
　
平
成
14
年
分
の
農
業
収
入
が
４

０
０
万
未
満
の
か
た
で
、
か
つ
、
前
年

分
以
前
に
収
支
計
算
に
基
づ
い
て
農
業

所
得
を
算
出
し
て
い
な
い
農
業
経
営
者

の
か
た

持
参
す
る
も
の

印
鑑
、
農
業
所
得
帳

簿
、
農
協
等
の
販
売
代
金
明
細
書
な
ど

※
郵
送
で
の
申
告
期
限
は
、
12
月
11
日

∫
で
す
。

問
合
せ
先
　
税
務
課
住
民
税
係

内
線
１
２
４
、
１
２
５
、
１
２
９

日
時

12
月
14
日
∂

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

場
所
　
役
場
　
税
務
課

問
合
せ
先
　
税
務
課
徴
収
管
理
係

内
線
１
２
６
〜
１
２
８

日
時

12
月
20
日
º
、
21
日
∂

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

場
所
　
春
日
部
県
税
事
務
所

1
０
４
８
（
７
３
７
）
２
１
１
０

障
害
の
あ
る
人
が
、
社
会
、
経
済
、

文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に

積
極
的
に
参
加
す
る
意
欲
を
高
め
る
こ

と
な
ど
を
目
的
と
し
て
12
月
９
日
が

「
障
害
者
の
日
」
と
し
て
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

ま
ず
は
、
「
声
」
を
聴
い
て
て
く
だ

さ
い
。
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
、

気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
き
っ
と
見

つ
か
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
か

ら
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
！

日
時12

月
20
日
º

午
後
１
時
〜
４
時

会
場栗

橋
町
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

内
容〜

こ
こ
ろ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
め
ざ

し
て
〜

所
得
税
の
還
付
申
告
は

お
早
め
に

平
成
15
年
分
農
業
所
得
申
告

第
５
回
さ
い
た
ま
環
境
賞

の
受
賞
候
補
者

町
税
・
県
税
の

納
税
相
談
窓
口
の
開
設

お
知
ら
せ

12
月
９
日
は

「
障
害
者
の
日
」

心
の
健
康
講
座
開
催

放
送
大
学
平
成
16
年
度

第
１
学
期
学
生

総合運動公園　1（93）３４２６
12月２・９・16・19・22・29～31 １月１～３・６・13・20・23・27

休業日



講
演
「
精
神
障
害
を
理
解
す
る
」

発
表
「
ト
ー
ク
＆
ト
ー
ク
！
当
事
者

と
家
族
の
立
場
か
ら
」

そ
の
他
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

が
催
さ
れ
ま
す
。

定
員
　
１
０
０
名

参
加
費
用

無
料

問
合
せ
先

栗
橋
町
健
康
福
祉
課
保
健
予
防
係

1
（
53
）
１
１
１
１

幸
手
保
健
所
精
神
保
健
担
当

1
（
42
）
１
１
０
１

心
の
病
は
決
し
て
特
別
な
病
気
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
家
族
が
ど
の
よ
う
に

対
応
す
れ
ば
よ
い
か
迷
う
こ
と
が
多
い

の
が
現
状
で
す
。

そ
こ
で
、
病
気
に
対
す
る
正
し
い
知

識
と
心
構
え
を
学
び
、
ま
た
、
家
族
同

士
が
分
か
ち
合
え
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
家
族
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
・
内
容

第
１
回
…
平
成
16
年
１
月
13
日
∏

「
病
気
と
治
療
に
つ
い
て
（
統
合
失

調
症
を
中
心
に
）」

第
２
回
…
平
成
16
年
１
月
20
日
∏

「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
利
用
で

き
る
社
会
制
度
に
つ
い
て
」

第
３
回
…
平
成
16
年
１
月
27
日
∏

「
家
族
の
対
応
と
役
割
に
つ
い
て
」

い
ず
れ
の
日
程
も
午
後
１
時
30
分
か
ら

３
時
30
分
ま
で
と
な
り
ま
す
。

対
象
者

統
合
失
調
症
の
患
者
さ
ん
の
ご
家
族

の
か
た

定
員
　
40
名
（
申
し
込
み
先
着
順
）

参
加
費
用

無
料

会
場

役
場
１
階
会
議
室

申
込
み
・
問
合
せ
先

12
月
１
日
∑
か
ら
26
日
ª
ま
で
の
間

に
次
の
連
絡
先
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。福

祉
課
障
害
者
福
祉
係

内
線
１
６
２
・
１
６
３

幸
手
保
健
所
精
神
保
健
担
当

1
（
42
）
１
１
０
１

現
在
、
０
歳
〜
４
歳
未
満
の
お
子
さ

ん
の
通
院
の
医
療
費
に
つ
い
て
お
支
払

い
し
て
い
ま
し
た
乳
幼
児
医
療
費
が
、

平
成
16
年
１
月
診
療
分
か
ら
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
入
院
分
に
つ
い

て
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
年
齢

対
象
医
療

０
歳
〜
５
歳
未
満

通
院

０
歳
〜
小
学
校
就
学
前

入
院

支
給
の
対
象
と
な
る
医
療
費
は
？

共
に
保
険
診
療
の
一
部
負
担
金
で
保

険
組
合
か
ら
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
、

付
加
給
付
金
を
除
い
た
額
と
な
り
ま
す
。

受
給
資
格
者
証
の
変
更

す
で
に
、
受
給
資
格
の
登
録
を
さ
れ

て
い
る
平
成
11
年
１
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
お
子
さ
ん
の
い
る
か
た
に
は
、
有

効
期
間
を
変
更
し
た
受
給
資
格
者
証
を

12
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
な
お
、
平
成
９
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ
の
か
た
で
、
乳
幼
児
医
療
の
受
給

資
格
登
録
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
か

た
は
、
平
成
15
年
12
月
中
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
申
請
に
必
要
な
も
の

①
健
康
保
険
証
（
お
子
様
の
名
前
が
記

載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

②
申
請
者
名
義
の
通
帳
（
郵
便
局
以
外

の
も
の
）

＊
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
ら

新
た
に
お
子
さ
ん
が
お
生
ま
れ
に
な

っ
た
際
に
は
出
生
日
か
ら
15
日
以
内
に

登
録
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
15
日
を
過
ぎ
ま
す
と
出
生
日
に
遡
り

受
給
資
格
登
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、
申
請
を
行
っ
た
日
か
ら
の
支

給
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

＊
こ
ん
な
時
に
は
、
必
ず
お
届
け
を

①
加
入
保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

②
住
所
を
変
更
し
た
と
き

③
口
座
を
変
更
し
た
と
き

問
合
せ
先

福
祉
課

児
童
福
祉
係

内
線
１
６
２
・
１
６
３

“来
庁
者
の
本
人
確
認
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
”

住
民
票
の
写
し
等
を
本
人
に
な
り
す

ま
し
て
個
人
情
報
を
取
得
し
た
り
、
虚

偽
の
戸
籍
届
出
や
住
民
異
動
届
出
な
ど
、

悪
質
な
犯
罪
事
件
が
発
生
し
て
い
ま
す

の
で
、
こ
れ
ら
を
防
止
す
る
た
め
、
窓

口
に
お
い
て
、
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ

ー
ト
な
ど
で
、
来
庁
者
の
本
人
確
認
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
合
せ
先
　
住
民
課
住
民
係内

線
１
３
７

国
民
年
金
に
加
入
の
自
営
業
者
や
学

生
の
か
た
（
第
一
号
被
保
険
者
）
は
、

社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書

に
よ
り
ご
自
分
で
保
険
料
を
納
め
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

毎
月
の
保
険
料
は
、
翌
月
末
日
が
納

付
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を

過
ぎ
て
も
納
期
か
ら
２
年
以
内
で
あ
れ

ば
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
２
年
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
保
険
料
が
未
納
と
な
り
ま
す

と
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
保
険
料
の
免
除
を
受
け
た
期

間
や
学
生
の
納
付
特
例
を
受
け
た
期
間

が
、
過
去
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
将
来

の
年
金
額
を
増
や
す
た
め
に
も
追
納
を

お
勧
め
し
ま
す
。
追
納
保
険
料
は
経
過

し
た
年
数
に
応
じ
て
加
算
が
つ
き
ま
す

が
、
２
年
以
内
で
あ
れ
ば
加
算
が
つ
き

ま
せ
ん
。

問
合
せ
先

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所

1
０
４
８
（
７
３
７
）
７
１
１
１

保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

内
線
１
４
３
・
１
４
４

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

が
契
約
す
る
次
の
保
養
施
設
が
、
契
約

解
除
と
な
り
ま
す
。
（
平
成
13
年
８
月

31
日
か
ら
閉
館
の
旨
、
連
絡
が
あ
り
ま

し
た
）
予
約
の
際
に
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
。県

名

施
設
名

山
梨
県

四
季
の
御
宿
　
銀
月

問
合
せ
先

保
険
年
金
課

内
線
１
４
２
・
１
４
８

埼
玉
県
交
通
安
全
対
策
協
議
会
で
は
、

埼
玉
県
民
の
か
た
を
対
象
に
、
交
通
遺

児
等
援
護
金
を
給
付
し
て
い
ま
す
。

※
「
交
通
遺
児
等
」
と
は
、
保
護
者

（
一
方
ま
た
は
双
方
）
が
、
交
通
事
故

に
よ
り
死
亡
ま
た
は
重
い
障
害
（
お
お

む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
の
基
準
で
１
〜

３
級
相
当
）
を
生
じ
た
18
歳
以
下
の
か

た
を
い
い
ま
す
。

給
付
対
象
遺
児

乳
幼
児
及
び
小
・
中
・
高
等
学
校
並

び
に
各
種
学
校
等
に
在
学
す
る
昭
和
60

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
交
通
遺

児
等
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
該
当
者
と

同
世
帯
の
者

①
高
等
学
校
交
通
遺
児
授
業
料
減
免
対

象
者

②
児
童
扶
養
手
当
対
象
者

③
生
活
保
護
世
帯

④
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
ま
た
は
均

等
割
り
の
み
納
付
世
帯

給
付
額
（
遺
児
一
人
に
つ
き
・
年
額
）

５
万
円

給
付
時
期

平
成
16
年
４
月
末
日

25

心
の
病
を
持
つ
か
た
の

家
族
教
室

乳
幼
児
医
療
費
の
対
象

年
齢
が
拡
大
さ
れ
ま
す

住
民
課
か
ら
お
願
い

ご
利
用
が
で
き
な
く

な
り
ま
し
た

交
通
遺
児
等

援
護
一
時
金
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
納
め

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か


